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育児休業等の取扱いについて（通知）  

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条例第６号）の一部が改正

されることに伴い、育児休業等の取扱いを別紙１及び別紙２のとおり改めまし

たので、適切に処理するようお願いします。  

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（以下「改正条例」と

いう。）は平成２９年１月１日に施行されますが、改正条例の第２条について

は平成２９年４月１日の施行となるため、平成２９年１月１日施行に伴うもの

を別紙１として、平成２９年４月１日施行に伴うものを別紙２として通知する

こととします。  

 ついては、平成２９年１月１日から３月３１日までは別紙１を適用すること

とし、平成２９年４月１日以降は、別紙２を適用することとしますので、御留

意ください。  

 なお、平成２２年８月６日付け教県第５８７号「育児休業等の取扱いについ

て（通知）」は、平成２８年１２月３１日限りで廃止します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：県立学校人事課学事担当 鯨井  
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○育児休業等の取扱いについて（通知） 

 

 平成２９年１月１日一部改正 

 

第１ 総則関係 

 １ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）にいう「子」とは、養子を含んだ法律上の親子

関係がある子及び育児休業法第２条第１項において子に含まれるものとさ

れる者をいうものであること。 

２ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条例第６号。以下「条

例」という。）及び職員の育児休業等に関する規則（平成２０年埼玉県人

事委員会規則１８－６。以下「規則」という。）にいう「配偶者」とは、

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものである

こと。 

 ３ 育児休業法第２条第２項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休

業法第１０条第２項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続

する一の期間をいうものであること。 

 ４ 育児休業法第５条第１項（育児休業法第１２条又は第１９条第３項にお

いて準用する場合を含む。次項及び第６項において同じ。）の「産前の休

業」とは、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教

育委員会規則第９号。以下「勤務時間規則」という。）第１２条第１項第

１号に規定する出産予定日前の特別休暇をいうものであること。 

 ５ 育児休業法第５条第１項の「出産」とは、妊娠満１２週以後の分べんと

し、死産を含むものであること。  

 ６ 育児休業法第５条第１項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のい

ずれかに該当する場合をいうものであること。 

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合 

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合 

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法（明治２９年法律第８９

号）第８１７条の２に規定する特別養子縁組により終了した場合 

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第８１７条の２第1項の規定

による請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の

審判が確定した場合を除く。） 

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法

別紙１（適用期間：平成２９年１月１日から平成２９年３月３１日まで） 



（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定による措置

が解除された場合 

 ７ 育児休業法第１０条第１項又は第１９条第１項の「小学校就学の始期に

達するまで」とは、満６歳に達する日以後の最初の３月３１日までをいう

ものであること。 

８ 条例第２条第３号イの「引き続き在職」するものであるかどうか又は

同号ロ及び第３条第７号並びに規則第２条第２号の「引き続き採用」さ

れるものであるかどうかの判断は、それぞれその雇用形態が社会通念上

中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。 

９ 任命権者は、育児休業法第６条第１項の規定により職員を採用しようと

する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した

文書を職員となる者に提出させるものとする。 

  10 任命権者は、育児休業法第１８条第１項の規定により職員を任用しよう

とする場合は、任期を定めて任用されること及びその任期について承諾し

た文書を職員となる者に提出させるものとする。 

  11 任命権者は、条例第６条（条例第２５条において準用する場合を含む。）

の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること

及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。 

 

第２ 育児休業の承認関係 

１ 育児休業法第２条第１項の「３歳に達する日」とは、満３歳の誕生日の

前日を、「１歳に達する日」とは、満１歳の誕生日の前日を、「１歳６か

月に達する日」とは、満１歳の誕生日から起算して６月を経過する日をい

うものであること。 

２ 育児休業法第２条第１項ただし書の「当該子について、既に育児休業（当

該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１０９号。以下「国家公務員育児休業法」という。）第３条第１項ただ

し書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間

内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５

条第２項の規定により勤務しなかった職員を除く。）が当該子についてし

た最初の育児休業を除く。）をした」とは、当該子について育児休業法第

２条の規定により育児休業（当該子の出生の日から５７日間に、職員（当

該期間内に勤務時間規則第１２条第１項第１号に掲げる場合における特別

休暇又は労働基準法第６５条第２項に掲げる場合における休暇（以下、こ

の項において「産後休暇」という。）により勤務しなかった職員を除く。）

が当該子についてした最初の育児休業を除く。）をしたこと（他の地方公



共団体において育児休業をした場合を除く。）をいい、他の法律により育

児休業をした場合を含まないものであること。また、職員が双子等複数の

３歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの一人について

育児休業（当該一人の子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に

産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該一人の子についてし

た最初の育児休業を除く。）の承認を受けて、当該育児休業の期間中、そ

の他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子につい

ても既に育児休業をしたものとして取り扱うものであること。 

３ 育児休業法第２条第３項の「業務を処理するための措置」とは、業務分

担の変更、職員の配置換、臨時的任用等の措置をいうものであること。 

４ 条例第２条第３号のいずれにも該当する非常勤職員に該当するかどうか

の判断に当たっては、育児休業の承認の請求があった時点において判明し

ている事情に基づき行うものであること。 

５ 条例第２条の３及び規則第４条にいう非常勤職員の配偶者がする「育児

休業」とは、育児休業法その他の法律の規定による育児休業をいうもので

あること。 

６ 条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児

休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うも

のとする。 

７ 条例第２条の３第３号の「前号に該当する場合にあっては、同号に定め

る日」について、非常勤職員が同条第２号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日と当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規

定による育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれか

の日とすること。 

８ 条例第２条の３第３号の「１歳到達日の翌日」について、子の１歳到達

日後の期間において同号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日をいうものであるこ

と。 

９ 規則第５条の「産前産後の休暇」とは、労働基準法第６５条第１項又は

第２項の休暇（当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占めるものをいう。以下「再任用短時間勤務職員」という。）である場合

にあっては、勤務時間規則第１２条第１項第１号の休暇）をいうものであ



ること。 

10 規則第６条第２号の「当該子の親」とは、当該子について民法第８１７

条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第２７条第１項第３

号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第１項に規定する

里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは

児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁組

によって養親となることを希望している者として当該児童を委託すること

ができない者で同条第２項の規定による養育里親であるものを含むもので

あること。 

 

第３ 育児休業の承認の取消し関係 

１ 育児休業法第５条第２項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれ

かに該当する場合をいうものであること。 

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合 

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業

の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができ

ない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合 

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常

生活上の世話に専念しないこととなった場合 

２ 条例第５条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中

に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には、当該

養育することとなった子にかかる育児休業の承認の請求をすることができ

るが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを

承認しようとするときは、現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必

要があることを定めたものであること。 

 

第４ 育児休業をしている職員の期末手当等の支給関係 

 規則第７条に規定する「その他勤務しないことにつき特に承認のあった

期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をい

うものであること。 

 

第５ 育児短時間勤務の承認関係 

 １ 育児休業法第１０条第１項ただし書の「当該子について、既に育児短時



間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第１０条の規定により育

児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場

合は含まないものであること。また、職員が双子等複数の小学校就学の始

期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人につい

て育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他

の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても

既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものであること。 

 ２ 育児休業法第１０条第３項の「業務を処理するための措置」とは、業務

分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員

の任用、非常勤職員の採用等の措置をいうものであること。 

 

第６ 育児短時間勤務の承認の取消し関係 

 １ 育児休業法第１２条において準用する育児休業法第５条第２項の「子を

養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものである

こと。 

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合 

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時

間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をす

ることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる

場合 

  (3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間

勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生

活上の世話に専念しないこととなった場合 

 ２ 条例第１４条第２号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育

児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短

時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をす

ることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現

に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めた

ものであること。 

 

第７ 育児短時間勤務職員等の給料月額関係 

   条例第１５条若しくは第２６条の規定により読み替えられた職員の給与

に関する条例（昭和２７年埼玉県条例第１９号）第４条第４項、第５項若

しくは第７項、条例第１６条若しくは第２７条の規定により読み替えられ

た学校職員の給与に関する条例（昭和３１年埼玉県条例第３３号）第６条

第３項、第４項若しくは第６項、条例第１９条の規定により読み替えられ



た一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年埼玉県条例第

５号）第５条第３項又は条例第２０条の規定により読み替えられた一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成１４年埼玉県条例第６８号）第

４条第２項に規定する「その者の受ける号給」とは、その者が現に受ける

号給をいい、これらの規定により決定されたその者の号給について、条例

に基づく調整が行われた場合には、当該調整が行われた後の号給を基礎と

して、これらの規定を適用することとなる。 

 

第８ 部分休業関係 

１ 育児休業法第１９条第１項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当た

っては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求

に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難

易等を総合して行うものであること。 

２ 育児休業法第１９条第１項の「３歳に達するまで」とは満３歳の誕生日

の前日までをいう。 

３ 条例第３０条第２号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断に当

たっては、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情

に基づき行うものであること。 

４ 条例第３１条第１項の「正規の勤務時間」とは、学校職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号）第３条に規定する勤

務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）にあっては、当該

非常勤職員について定められた勤務時間）をいうものであること。 



「育児休業等の取扱いについて（通知）」新旧対照表 

（傍線部は、改正部分） 

別紙１関係（適用期間：平成２９年１月１日から平成２９年３月３１日まで） 

新 旧 

第１ 総則関係  

１ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）にいう「子」とは、養子を含んだ法

律上の親子関係がある子及び育児休業法第２

条第１項において子に含まれるものとされる

者をいうものであること。 

２ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼

玉県条例第６号。以下「条例」という。）及び

職員の育児休業等に関する規則（平成２０年

埼玉県人事委員会規則１８－６。以下「規則」

という。）にいう「配偶者」とは、届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含むものであること。 

 ３ 育児休業法第２条第２項の「育児休業をしよ

うとする期間」又は育児休業法第１０条第２項

の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、

連続する一の期間をいうものであること。 

４ 育児休業法第５条第１項（育児休業法第１

２条又は第１９条第３項において準用する場

合を含む。次項及び第６項において同じ。）の

「産前の休業」とは、学校職員の勤務時間、

休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教育委

員会規則第９号。以下「勤務時間規則」とい

う。）第１２条第１項第１号に規定する出産予

定日前の特別休暇をいうものであること。 

 ５ 育児休業法第５条第１項の「出産」とは、

妊娠満１２週以後の分べんとし、死産を含む

ものであること。 

  ６ 育児休業法第５条第１項の「職員の子でなく

なった場合」とは、次のいずれかに該当する場

合をいうものであること。 

   (1)・(2) （略） 

   (3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民

法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２に規定する特別養子縁組により終了した場

合 

   (4) 職員と育児休業に係る子についての民法第

８１７条の２第 1 項の規定による請求に係る

家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組

の成立の審判が確定した場合を除く。） 

   (5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成

第１ 総則関係 

１ 法律にいう「子」とは、職員と法律上の親子

関係がある子をいい、養子を含むものであるこ

と。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 ２ 法律第２条第２項の「育児休業をしようと

する期間」又は法律第１０条第２項の「育児

短時間勤務をしようとする期間」とは、連続

する一の期間をいうものであること。  

 ３ 法律第５条第１項（法律第１２条又は第１

９条第３項において準用する場合を含む。次

項及び第６項において同じ。）の「産前の休

業」とは、学校職員の勤務時間、休暇等に関

する規則（平成７年埼玉県教育委員会規則第

９号）第１２条第１項第１号に規定する出産

予定日前の特別休暇をいうものであること。 

 

 ４ 法律第５条第１項の「出産」とは、妊娠満

１２週以後の分べんとし、死産を含むもので

あること。 

 ５ 法律第５条第１項の「職員の子でなくなっ

た場合」とは、次のいずれかに該当する場合

をいうものであること。 

  (1)・(2) （略） 

  (3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が

民法第８１７条の２に規定する特別養子縁

組により終了した場合 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 



立しないまま児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第２７条第１項第３号の規定によ

る措置が解除された場合 

 ７ 育児休業法第１０条第１項又は第１９条第１

項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、

満６歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

でをいうものであること。 

８ 条例第２条第３号イの「引き続き在職」す

るものであるかどうか又は同号ロ及び第３条

第７号並びに規則第２条第２号の「引き続き

採用」されるものであるかどうかの判断は、

それぞれその雇用形態が社会通念上中断され

ていないと認められるかどうかにより行うも

のとする。 

９ 任命権者は、育児休業法第６条第１項の規定

により職員を採用しようとする場合は、任期を

定めて採用されること及びその任期について

承諾した文書を職員となる者に提出させるも

のとする。 

  10 任命権者は、育児休業法第１８条第１項の規

定により職員を任用しようとする場合は、任期

を定めて任用されること及びその任期につい

て承諾した文書を職員となる者に提出させる

ものとする。 

  11 （略） 

 

第２ 育児休業の承認関係 

１ 育児休業法第２条第１項の「３歳に達する

日」とは、満３歳の誕生日の前日をいい、「１

歳に達する日」とは、満１歳の誕生日の前日を

いい、「１歳６か月に達する日」とは、満１歳

の誕生日から起算して６月を経過する日をい

うものであること。 

２ 育児休業法第２条第１項ただし書の「当該子

について、既に育児休業（当該子の出生の日か

ら国家公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１０９号。以下「国家公務員育児休

業法」という。）第３条第１項ただし書の規定

により人事院規則で定める期間を基準として

条例で定める期間内に、職員（当該期間内に労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条

第２項の規定により勤務しなかった職員を除

く。）が当該子についてした最初の育児休業を

除く。）をした」とは、当該子について育児休

業法第２条の規定により育児休業（当該子の出

生の日から５７日間に、職員（当該期間内に勤

 

 

 

 ６ 法律第１０条第１項又は第１９条第１項の

「小学校就学の始期に達するまで」とは、満６

歳に達する日以後の最初の３月３１日までをい

うものであること。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

７ 任命権者は、法律第６条第１項の規定により

職員を採用しようとする場合は、任期を定めて

採用されること及びその任期について承諾し

た文書を職員となる者に提出させるものとす

る。 

８ 任命権者は、法律第１８条第１項の規定により

職員を任用しようとする場合は、任期を定めて

任用されること及びその任期について承諾し

た文書を職員となる者に提出させるものとす

る。 

９ （略） 

 

第２ 育児休業の承認関係 

１ 法律第２条第１項の「３歳に達する日」とは、

満３歳の誕生日の前日をいうものであること。 

 

 

 

 

２ 法律第２条第１項ただし書の「当該子につい

て、既に育児休業（当該子の出生の日から国家

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１０９号。以下「国家公務員育児休業法」

という。）第３条第１項ただし書の規定により

人事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間内に、職員（当該期間内に労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第２項

の規定により勤務しなかった職員を除く。）が

当該子についてした最初の育児休業を除く。）

をした」とは、当該子について法律第２条の規

定により育児休業（当該子の出生の日から５７

日間に、職員（当該期間内に学校職員の勤務時



務時間規則第１２条第１項第１号に掲げる場

合における特別休暇又は労働基準法第６５条

第２項に掲げる場合における休暇（以下、この

項において「産後休暇」という。）により勤務

しなかった職員を除く。）が当該子についてし

た最初の育児休業を除く。）をしたこと（他の

地方公共団体において育児休業をした場合を

除く。）をいい、他の法律により育児休業をし

た場合を含まないものであること。また、職員

が双子等複数の３歳に満たない子を養育して

いる場合において、そのうちの一人について育

児休業（当該一人の子の出生の日から５７日間

に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務し

なかった職員を除く。）が当該一人の子につい

てした最初の育児休業を除く。）の承認を受け

て、当該育児休業の期間中、その他の子につい

ても養育した事実が認められるときは、その他

の子についても既に育児休業をしたものとし

て取り扱うものであること。 

３ 育児休業法第２条第３項の「業務を処理する

ための措置」とは、業務分担の変更、職員の配

置換、臨時的任用等の措置をいうものであるこ

と。 

４ 条例第２条第３号のいずれにも該当する非常

勤職員に該当するかどうかの判断に当たって

は、育児休業の承認の請求があった時点におい

て判明している事情に基づき行うものであるこ

と。 

５ 条例第２条の３及び規則第４条にいう非常勤

職員の配偶者がする「育児休業」とは、育児休

業法その他の法律の規定による育児休業をいう

ものであること。 

６ 条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

るかどうかの判断は、育児休業の承認の請求が

あった時点において判明している事情に基づき

行うものとする。 

７ 条例第２条の３第３号の「前号に該当する場

合にあっては、同号に定める日」について、非

常勤職員が同条第２号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた日と当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合又はこれ

に相当する場合に該当してする育児休業法その

他の法律の規定による育児休業の期間の末日と

された日が異なるときは、そのいずれかの日と

すること。 

８ 条例第２条の３第３号の「１歳到達日の翌日」

間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教育

委員会規則第９号）第１２条第１項第１号に掲

げる場合における特別休暇により勤務しなか

った職員を除く。）が当該子についてした最初

の育児休業を除く。）をしたこと（他の地方公

共団体において育児休業をした場合を除く。）

をいい、他の法律により育児休業をした場合を

含まないものであること。また、職員が双子等

複数の３歳に満たない子を養育している場合

において、そのうちの一人について育児休業

（当該一人の子の出生の日から５７日間に、職

員（当該期間内に当該休暇により勤務しなかっ

た職員を除く。）が当該一人の子についてした

最初の育児休業を除く。）の承認を受けて、当

該育児休業の期間中、その他の子についても養

育した事実が認められるときは、その他の子に

ついても既に育児休業をしたものとして取り

扱うものであること。 

 

３ 法律第２条第３項の「業務を処理するための

措置」とは、業務分担の変更、職員の配置換、

臨時的任用等の措置をいうものであること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 



について、子の１歳到達日後の期間において同

号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育

児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又

は当該任期の満了後に引き続き採用されるもの

にあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引

き続き採用される日をいうものであること。 

９ 規則第５条の「産前産後の休暇」とは、労働

基準法第６５条第１項又は第２項の休暇（当該

非常勤職員が再任用短時間勤務職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

のをいう。以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）である場合にあっては、勤務時間規則第１

２条第１項第１号の休暇）をいうものであるこ

と。 

10 規則第６条第２号の「当該子の親」とは、当

該子について民法第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）であって当

該子を現に監護する者又は児童福祉法第２７条

第１項第３号の規定により当該子を委託されて

いる同法第６条の４第１項に規定する里親であ

って養子縁組によって養親となることを希望し

ている者若しくは児童の親その他の同法第２７

条第４項に規定する者の意に反するため、同項

の規定により、同法第６条の４第１項に規定す

る里親であって養子縁組によって養親となるこ

とを希望している者として当該児童を委託する

ことができない者で同条第２項の規定による養

育里親であるものを含むものであること。 

 

第３ 育児休業の承認の取消し関係 

１ 育児休業法第５条第２項の「子を養育しなく

なった」とは、次のいずれかに該当する場合を

いうものであること。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 

 

第４ 育児休業をしている職員の期末手当等の支給

関係 

 規則第７条に規定する「その他勤務しないこ

とにつき特に承認のあった期間」とは、法令の

規定により勤務しないことが認められている期

間をいうものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 育児休業の承認の取消し関係 

１ 法律第５条第２項の「子を養育しなくなっ

た」とは、次のいずれかに該当する場合をいう

ものであること。 

(1)～(3) （略） 

２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 



 

第５ 育児短時間勤務の承認関係 

 １ 育児休業法第１０条第１項ただし書の「当該

子について、既に育児短時間勤務をした」とは、

当該子について育児休業法第１０条の規定によ

り育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律

により育児短時間勤務をした場合は含まないも

のであること。また、職員が双子等複数の小学

校就学の始期に達するまでの子を養育している

場合において、そのうちの一人について育児短

時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務

の期間中、その他の子についても養育した事実

が認められるときは、その他の子についても既

に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うも

のであること。 

 ２ 育児休業法第１０条第３項の「業務を処理す

るための措置」とは、業務分担の変更、職員の

採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤

務職員の任用、非常勤職員の採用等の措置をい

うものであること。 

 

第６ 育児短時間勤務の承認の取消し関係 

 １ 育児休業法第１２条において準用する育児休

業法第５条第２項の「子を養育しなくなった」

とは、次のいずれかに該当する場合をいうもの

であること。 

  (1)～(3) （略）  

 ２ （略） 

 

第７ 育児短時間勤務職員等の給料月額関係 

  条例第１５条若しくは第２６条の規定により読

み替えられた職員の給与に関する条例（昭和２７

年埼玉県条例第１９号）第４条第４項、第５項若

しくは第７項、条例第１６条若しくは第２７条の

規定により読み替えられた学校職員の給与に関

する条例（昭和３１年埼玉県条例第３３号）第６

条第３項、第４項若しくは第６項、条例第１９条

の規定により読み替えられた一般職の任期付研

究員の採用等に関する条例（平成１３年埼玉県条

例第５号）第５条第３項又は条例第２０条の規定

により読み替えられた一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成１４年埼玉県条例第６８

号）第４条第２項に規定する「その者の受ける号

給」とは、その者が現に受ける号給をいい、これ

らの規定により決定されたその者の号給につい

て、条例に基づく調整が行われた場合には、当該

 

第４ 育児短時間勤務の承認関係 

 １ 法律第１０条第１項ただし書の「当該子につ

いて、既に育児短時間勤務をした」とは、当該

子について法律第１０条の規定により育児短時

間勤務をしたことをいい、他の法律により育児

短時間勤務をした場合は含まないものであるこ

と。また、職員が双子等複数の小学校就学の始

期に達するまでの子を養育している場合におい

て、そのうちの一人について育児短時間勤務の

承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、

その他の子についても養育した事実が認められ

るときは、その他の子についても既に育児短時

間勤務をしたものとして取り扱うものであるこ

と。 

 ２ 法律第１０条第３項の「業務を処理するため

の措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、

昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員

の任用、非常勤職員の採用等の措置をいうもの

であること。 

 

第５ 育児短時間勤務の承認の取消し関係 

 １ 法律第１２条において準用する法律第５条第

２項の「子を養育しなくなった」とは、次のい

ずれかに該当する場合をいうものであること。 

 

  (1)～(3) （略）  

 ２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



調整が行われた後の号給を基礎として、これらの

規定を適用することとなる。 

 

第８ 部分休業関係 

 １ 育児休業法第１９条第１項の「公務の運営」

の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る

時期における職員の業務の内容及び業務量、当

該請求に係る期間について当該請求をした職

員の業務を処理するための措置の難易等を総

合して行うものであること。 

２ 育児休業法第１９条第１項の「３歳に達する

まで」とは満３歳の誕生日の前日までをいう。 

３ 条例第３０条第２号に掲げる非常勤職員に該

当するかどうかの判断に当たっては、部分休業

の承認の請求があった時点において判明してい

る事情に基づき行うものであること。 

４ 条例第３１条第１項の「正規の勤務時間」と

は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年埼玉県条例第２８号）第３条に規定

する勤務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務

職員を除く。）にあっては、当該非常勤職員に

ついて定められた勤務時間）をいうものである

こと。 

 

 

 

 

第６ 部分休業関係 

 １ 法律第１９条第１項の「公務の運営」の支障

の有無の判断に当たっては、請求に係る時期に

おける職員の業務の内容及び業務量、当該請求

に係る期間について当該請求をした職員の業務

を処理するための措置の難易等を総合して行う

ものであること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

２ 条例第３１条第１項の「正規の勤務時間」と

は、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年埼玉県条例第２８号）第３条に規定

する勤務時間をいうものであること。 

 

 

 

 

 

 

 



○育児休業等の取扱いについて（通知） 

  

 平成２９年４月１日一部改正 

 

第１ 総則関係 

 １ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）にいう「子」とは、養子を含んだ法律上の親子

関係がある子及び育児休業法第２条第１項において子に含まれるものとさ

れる者をいうものであること。 

２ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条例第６号。以下「条

例」という。）及び職員の育児休業等に関する規則（平成２０年埼玉県人

事委員会規則１８－６。以下「規則」という。）にいう「配偶者」とは、

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものである

こと。 

 ３ 育児休業法第２条第２項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休

業法第１０条第２項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続

する一の期間をいうものであること。 

 ４ 育児休業法第５条第１項（育児休業法第１２条又は第１９条第３項にお

いて準用する場合を含む。次項及び第６項において同じ。）の「産前の休

業」とは、学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教

育委員会規則第９号。以下「勤務時間規則」という。）第１２条第１項第

１号に規定する出産予定日前の特別休暇をいうものであること。 

 ５ 育児休業法第５条第１項の「出産」とは、妊娠満１２週以後の分べんと

し、死産を含むものであること。  

 ６ 育児休業法第５条第１項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のい

ずれかに該当する場合をいうものであること。 

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合 

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合 

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法（明治２９年法律第８９

号）第８１７条の２に規定する特別養子縁組により終了した場合 

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第８１７条の２第1項の規定

による請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の

審判が確定した場合を除く。） 

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法

別紙２（平成２９年４月１日から適用） 



（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定による措置

が解除された場合 

 ７ 育児休業法第１０条第１項又は第１９条第１項の「小学校就学の始期に

達するまで」とは、満６歳に達する日以後の最初の３月３１日までをいう

ものであること。 

８ 条例第２条第３号イの「引き続き在職」するものであるかどうか又は

同号ロ及び第３条第７号並びに規則第２条第２号の「引き続き採用」さ

れるものであるかどうかの判断は、それぞれその雇用形態が社会通念上

中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。 

９ 任命権者は、育児休業法第６条第１項の規定により職員を採用しようと

する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した

文書を職員となる者に提出させるものとする。 

  10 任命権者は、育児休業法第１８条第１項の規定により職員を任用しよう

とする場合は、任期を定めて任用されること及びその任期について承諾し

た文書を職員となる者に提出させるものとする。 

  11 任命権者は、条例第６条（条例第２５条において準用する場合を含む。）

の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること

及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。 

 

第２ 育児休業の承認関係 

１ 育児休業法第２条第１項の「３歳に達する日」とは、満３歳の誕生日の

前日をいい、「１歳に達する日」とは、満１歳の誕生日の前日をいい、「１

歳６か月に達する日」とは、満１歳の誕生日から起算して６月を経過する

日をいうものであること。 

２ 育児休業法第２条第１項ただし書の「当該子について、既に育児休業（当

該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１０９号。以下「国家公務員育児休業法」という。）第３条第１項ただ

し書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間

内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５

条第２項の規定により勤務しなかった職員を除く。）が当該子についてし

た最初の育児休業を除く。）をした」とは、当該子について育児休業法第

２条の規定により育児休業（当該子の出生の日から５７日間に、職員（当

該期間内に勤務時間規則第１２条第１項第１号に掲げる場合における特別

休暇又は労働基準法第６５条第２項に掲げる場合における休暇（以下、こ

の項において「産後休暇」という。）により勤務しなかった職員を除く。）

が当該子についてした最初の育児休業を除く。）をしたこと（他の地方公



共団体において育児休業をした場合を除く。）をいい、他の法律により育

児休業をした場合を含まないものであること。また、職員が双子等複数の

３歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの一人について

育児休業（当該一人の子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に

産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該一人の子についてし

た最初の育児休業を除く。）の承認を受けて、当該育児休業の期間中、そ

の他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子につい

ても既に育児休業をしたものとして取り扱うものであること。 

３ 育児休業法第２条第３項の「業務を処理するための措置」とは、業務分

担の変更、職員の配置換、臨時的任用等の措置をいうものであること。 

４ 条例第２条第３号のいずれにも該当する非常勤職員に該当するかどうか

の判断に当たっては、育児休業の承認の請求があった時点において判明し

ている事情に基づき行うものであること。 

５ 条例第２条の３及び規則第４条にいう非常勤職員の配偶者がする「育児

休業」とは、育児休業法その他の法律の規定による育児休業をいうもので

あること。 

６ 条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児

休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うも

のとする。 

７ 条例第２条の３第３号の「前号に該当する場合にあっては、同号に定め

る日」について、非常勤職員が同条第２号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日と当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規

定による育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれか

の日とすること。 

８ 条例第２条の３第３号の「１歳到達日の翌日」について、子の１歳到達

日後の期間において同号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日をいうものであるこ

と。 

９ 規則第５条の「産前産後の休暇」とは、労働基準法第６５条第１項又は

第２項の休暇（当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占めるものをいう。以下「再任用短時間勤務職員」という。）である場合

にあっては、勤務時間規則第１２条第１項第１号の休暇）をいうものであ



ること。 

10 規則第６条第２号の「当該子の親」とは、当該子について民法第８１７

条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第２７条第１項第３

号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定する

養子縁組里親若しくは児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者

の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する

養子縁組里親として当該児童を委託することができない者で同条第１号に

規定する養育里親であるものを含むものであること。 

 

第３ 育児休業の承認の取消し関係 

１ 育児休業法第５条第２項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれ

かに該当する場合をいうものであること。 

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合 

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業

の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができ

ない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合 

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常

生活上の世話に専念しないこととなった場合 

２ 条例第５条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中

に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には、当該

養育することとなった子にかかる育児休業の承認の請求をすることができ

るが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを

承認しようとするときは、現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必

要があることを定めたものであること。 

 

第４ 育児休業をしている職員の期末手当等の支給関係 

 規則第７条に規定する「その他勤務しないことにつき特に承認のあった

期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をい

うものであること。 

 

第５ 育児短時間勤務の承認関係 

 １ 育児休業法第１０条第１項ただし書の「当該子について、既に育児短時

間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第１０条の規定により育

児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場



合は含まないものであること。また、職員が双子等複数の小学校就学の始

期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人につい

て育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他

の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても

既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものであること。 

 ２ 育児休業法第１０条第３項の「業務を処理するための措置」とは、業務

分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員

の任用、非常勤職員の採用等の措置をいうものであること。 

 

第６ 育児短時間勤務の承認の取消し関係 

 １ 育児休業法第１２条において準用する育児休業法第５条第２項の「子を

養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいうものである

こと。 

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合 

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時

間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をす

ることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる

場合 

  (3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間

勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生

活上の世話に専念しないこととなった場合 

 ２ 条例第１４条第２号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育

児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短

時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をす

ることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現

に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めた

ものであること。 

 

第７ 育児短時間勤務職員等の給料月額関係 

  条例第１５条若しくは第２６条の規定により読み替えられた職員の給与に

関する条例（昭和２７年埼玉県条例第１９号）第４条第４項、第５項若しく

は第７項、条例第１６条若しくは第２７条の規定により読み替えられた学校

職員の給与に関する条例（昭和３１年埼玉県条例第３３号）第６条第３項、

第４項若しくは第６項、条例第１９条の規定により読み替えられた一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年埼玉県条例第５号）第５条

第３項又は条例第２０条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の



採用等に関する条例（平成１４年埼玉県条例第６８号）第４条第２項に規定

する「その者の受ける号給」とは、その者が現に受ける号給をいい、これら

の規定により決定されたその者の号給について、条例に基づく調整が行われ

た場合には、当該調整が行われた後の号給を基礎として、これらの規定を適

用することとなる。 

 

第８ 部分休業関係 

１ 育児休業法第１９条第１項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当た

っては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求

に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難

易等を総合して行うものであること。 

２ 育児休業法第１９条第１項の「３歳に達するまで」とは満３歳の誕生日

の前日までをいう。 

３ 条例第３０条第２号に掲げる非常勤職員に該当するかどうかの判断に当

たっては、部分休業の承認の請求があった時点において判明している事情

に基づき行うものであること。 

４ 条例第３１条第１項の「正規の勤務時間」とは、学校職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２８号）第３条に規定する勤

務時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）にあっては、当該

非常勤職員について定められた勤務時間）をいうものであること。 

 



「育児休業等の取扱いについて（通知）」新旧対照表 

（傍線部は、改正部分） 

別紙２関係（適用期間：平成２９年４月１日から適用） 

新（別紙２） 旧（別紙１） 

第１ （略）  

 

第２ 育児休業の承認関係 

１～９ （略） 

10 規則第６条第２号の「当該子の親」とは、当

該子について民法第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）であって

当該子を現に監護する者又は児童福祉法第２７

条第１項第３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第２号に規定する養子縁

組里親若しくは児童の親その他の同法第２７条

第４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、同法第６条の４第２号に規定する

養子縁組里親として当該児童を委託することが

できない者で同条第１号に規定する養育里親で

あるものを含むものであること。 

 

 

 

第３～第８ （略） 

第１ （略） 

 

第２ 育児休業の承認関係 

１～９ （略） 

10 規則第６条第２号の「当該子の親」とは、当

該子について民法第８１７条の２第１項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）であって

当該子を現に監護する者又は児童福祉法第２７

条第１項第３号の規定により当該子を委託され

ている同法第６条の４第１項に規定する里親で

あって養子縁組によって養親となることを希望

している者若しくは児童の親その他の同法第２

７条第４項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第１項に規定

する里親であって養子縁組によって養親となる

ことを希望している者として当該児童を委託す

ることができない者で同条第２項の規定による

養育里親であるものを含むものであること。 

 

第３～第８ （略） 

 

 


